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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
四
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
五
条
第
二
項
及
び
第
六
十
五
条
の
二
第
二
項
並
び

に
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
性
能
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を

次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
規
定
中
、
作
業
環
境
評
価
基

準
（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
七
十
九
号
）
別
表
二
十
の
四
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か

ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
性
能
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
性
能
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
性
能
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
告

示
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
の
表
ト
リ
レ
ン
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ナ
フ
タ
レ
ン

一
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

第
一
号
の
表
ベ
ー
タ
―
プ
ロ
ピ
オ
ラ
ク
ト
ン
の
項
中
「
立
法
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
を
「
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
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に
改
め
、
同
表
沃
化
メ
チ
ル
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

よ
う

リ
フ
ラ
ク
ト
リ
ー
セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ
ァ
イ
バ
ー

〇
・
三

第
一
号
の
表
備
考
中
「
値
は
、
」
の
下
に
「
リ
フ
ラ
ク
ト
リ
ー
セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ
ァ
イ
バ
ー
に
あ
つ
て
は
一
気
圧
の

空
気
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
に
占
め
る
五
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
繊
維
の
数
を
、
リ
フ
ラ
ク
ト
リ
ー

セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ
ァ
イ
バ
ー
以
外
の
物
に
あ
つ
て
は
」
を
加
え
る
。

（
作
業
環
境
測
定
士
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条

作
業
環
境
測
定
士
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
別
表
第
三
号
の
作
業
場
の
作
業
環
境
に
つ
い
て
行
う
分
析
の
技
術
の
項
中
「

の
２
」
を
「

23

の
３
」
に
改
め
、
「

」
の
下
に
「
、

の
２
」
を
加
え
、
同
表
別
表
第
四
号
の
作
業
場
の
作
業
環
境
に
つ
い
て

23

33

34

行
う
分
析
の
技
術
の
項
中
「

の
２
」
を
「

の
３
」
に
改
め
る
。

23

23

第
三
条
第
一
項
の
表
別
表
第
三
号
の
作
業
場
の
作
業
環
境
に
つ
い
て
行
う
分
析
の
実
務
の
項
中
「

の
２
」
を
「

23

の
３
」
に
改
め
、
「

」
の
下
に
「
、

の
２
」
を
加
え
、
同
表
別
表
第
四
号
の
作
業
場
の
作
業
環
境
に
つ
い
て

23

33

34

行
う
分
析
の
実
務
の
項
中
「

の
２
」
を
「

の
３
」
に
改
め
る
。

23

23

（
作
業
環
境
測
定
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
条

作
業
環
境
測
定
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
告
示
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
屋
内
作
業
場
」
の
下
に
「
及
び
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
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第
三
十
九
号
。
第
三
項
及
び
第
十
三
条
に
お
い
て
「
特
化
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
第
三
十
七
号
に
掲
げ
る
物
を

製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
屋
内
作
業
場
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第

十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

臭
化
メ
チ
ル

第
十
条
第
三
項
中
「
又
は
第
七
号
か
ら
第
十
号
」
を
「
、
第
七
号
又
は
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
」
に
、
「
特
定
化

学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
。
第
十
三
条
に
お
い
て
「
特
化
則
」
と
い
う
。
）

」
を
「
特
化
則
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
又
は
第
七
号
か
ら
第
十
号
」
を
「
、
第
七
号
又
は
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
」
に
改
め
、
第

十
九
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
二

メ
チ
ル
エ
チ
ル
ケ
ト
ン

第
十
三
条
第
二
項
中
第
十
七
号
を
第
十
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

第
十
三
条
第
二
項
中
第
十
六
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し

、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
フ
ラ
ン

第
十
三
条
第
二
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
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号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

第
十
三
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
第
七
号
か
ら
第
十
号
」
を
「
、
第
七
号
若
し
く
は
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
」
に

改
め
る
。

別
表
第
一
ト
リ
レ
ン
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ナ
フ
タ
レ
ン

固
体
捕
集
方
法

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
分
析
方
法

別
表
第
一
沃
化
メ
チ
ル
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

よ
う

リ
フ
ラ
ク
ト
リ
ー
セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ
ァ
イ
バ
ー

ろ
過
捕
集
方
法

計
数
方
法

様
式
第
一
号
備
考
３
及
び
様
式
第
二
号
備
考
３
中
「
有
機
溶
剤
が
二
種
類
以
上
の
有
機
溶
剤
を
」
を
「
当
該
物
質

が
有
機
溶
剤
又
は
特
別
有
機
溶
剤
を
二
種
類
以
上
」
に
改
め
る
。

（
作
業
環
境
評
価
基
準
の
一
部
改
正
）

第
四
条

作
業
環
境
評
価
基
準
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
十
の
四
の
項
中
「
五
〇

」
を
「
二
五

」
に
改
め
、
同
表
中
二
十
一
の
二
の
項
を
二
十
一
の
三
の
項
と

ppm

ppm

し
、
二
十
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
十
一
の
二

ナ
フ
タ
レ
ン

一
〇
ppm

別
表
三
十
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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三
十
一
の
二

リ
フ
ラ
ク
ト
リ
ー
セ
ラ
ミ
ッ
ク
フ

五
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
繊
維
と
し
て
〇
・
三
本

ァ
イ
バ
ー

毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル


